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令和７年度予算執行方針 

 

令和７年度は、新年度から始まる第３期総合戦略を推進し、新湯治・ウェルネ

スの推進、こどもまんなか社会の実現、観光振興・経済対策、安全・安心なまち

づくり、持続可能な地域づくりなど、市民一人ひとりのウェルビーイングを高め、

心豊かで幸せな未来を築くための予算を編成したところである。 

新湯治・ウェルネスの推進に関する取組としては、研究・実践拠点施設を設置

するための基本計画の策定や人材育成、温泉効能の見える化など次の１００年

を支える産業基盤を築くための取り組みを推進し、新しい長期滞在型観光を目

指すための施策に取り組むこととしている。 

こどもまんなか社会の実現に関する取組としては、就学前教育・保育ビジョン

に基づく市立幼稚園、保育所の整備をはじめ、給食費保護者負担軽減事業、小中

学校ＩＣＴ教育環境整備事業、医療的ケア児支援事業など、こどもや子育て世帯

が希望をもって生活できるための施策に取り組むこととしている。 

観光振興・経済対策に関する取組としては、今年開催される大阪・関西万博に

おける他自治体と連携して実施する広域連携事業やインバウンド誘客事業をは

じめ、新たな別府の観光拠点として活用していくための旧平尾邸整備事業や旧

浜脇中学校跡地利活用事業など、地域資源を磨き上げ新しい価値を提供するこ

とにより、稼ぐ別府、儲かる別府の実現に向けて組むこととしている。 

安全・安心なまちづくりに関する取組としては、災害時の備蓄物資の充実や収

納倉庫の整備をはじめ、耐震性貯水槽整備事業や保健センターに初期救急医療

拠点を設置するなど、安全安心に過ごせるまちづくりに取り組むこととしてい

る。 

持続可能な地域づくりに関する取組としては、中規模多機能自治の推進を図

るためのひとまもり・まちまもり支援事業をはじめ、温泉マネジメント計画を着

実に推進するための温泉給湯管整備事業や地域教育力活性化事業など、市民と

行政が相互に協力・連携する協働の地域づくりに取り組むこととしている。 
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第３期総合戦略を推進するためのこれら重点施策への対応だけでなく、今般

の物価高騰など追加の財政需要への対応に加え、交通空白地域対策や住居表示

の実施など新たな課題への対応や人口減少対策、社会保障関係経費の増加、公共

施設の老朽化対策など既存の課題に対しても引き続き対応していかなければな

らない。 

このような財政支出に備えるためには、歳入歳出両面からの改善に取り組み、

執行段階においても新たな財源を模索するほか、ＤＸの推進等による事務改善

を積み重ねることにより限られた財源を効率的に活用するなど、財政の健全化

の維持と将来への必要な投資の両立を図りながら持続可能な財政運営を行うこ

とがより一層求められる。 

こうした状況を踏まえ、予算執行に当たっては、計画的かつ効果的・効率的な

執行に努めるとともに、施策の目的が確実に達成されるよう下記事項に留意さ

れたい。 

 

記 

 

予算の効果的かつ効率的な執行について 

 

１ 本市の財政状況を職員一人ひとりが十分認識し、「予算の使い切り」の発想

を払拭し、計画的かつ効果的・効率的に予算を執行すること。 

２ 総合戦略に掲げた目標値の達成など事業目標を常に念頭に置き、創意工夫、

改善等を加えながら事業成果を意識して予算を執行すること。また、積極的に

事業の見直しを進め、施策の新陳代謝を促すことにより、効果的な事業実施を

行うこと。 

３ 事務事業を実施するに当たっては、経済性、効率性等の確保はもとより、あ

らゆる創意工夫により経費節減に努めるとともに、効果を最大限発揮できる

ように取り組むこと。 

４ 事務事業を実施するに当たっては、その趣旨や内容、効果等について、市民、
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関係団体等とよく対話し、理解と協力が得られるよう説明責任を十分に果た

すこと。 

 

予算執行に係る個別留意事項 

 

１ 全般的事項 

（１）歳出予算の配当 

歳出予算は、年間配当とする。ただし、入札差金等により生じた予算の執

行残額については、配当した歳出予算を減額するものとし、追加工事や他の

事業等への流用は認めない。予算の執行残額が生じたときは、速やかに財政

担当課に報告すること。 

（２）関係各課等との事前調整 

効率的かつ適正な予算執行を図るため、事前に関係各課等と十分な調整

を行うこと。 

（３）補正予算 

ア 予算の補正等を必要とする理由が生じたときは、速やかに財政担当課

と協議すること。 

イ 補正の対象は、当初予算編成時に協議済みのもの、国・県の制度改正等

に伴うもの、災害復旧事業費など緊急性を有するもの等で、真にやむを得

ないものに限る。 

ウ 状況変化等により不用となった予算については、直近の補正予算もし

くは、３月補正予算において減額すること。 

（４）繰越明許費 

繰越明許費は、真にやむを得ない場合に限り計上する予算原則の例外で

あり、安易に繰越をすることのないよう早期にかつ計画的に執行し、年度内

の事業完了に努めること。ただし、部品調達の困難等により、設備等の納品

に時間を要し、工期が年度を超えることが見込まれる場合は、適切に繰越明
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許費を計上すること。 

（５）予算流用 

予算の流用については、流用が必要となる事態が発生した時点で速やか

に財政担当課と協議すること。予算を担保せずに実施した事後報告による

予算流用は認めない。 

 

２ 歳入について 

（１）自主財源の確保 

自主財源については、予算計上額を確保することはもちろん、努めて増収

を図ること。 

（２）特定財源の確保 

各事務事業における特定財源の確保には万全を期すこと。また、新たな

制度の検討・活用を常に行い、積極的に財源の確保を図ること。 

（３）市税 

ア 課税客体の的確な把握に努めること。 

イ 納期内納付、滞納整理等の促進を図り、徴収率の向上に努めること。 

（４）使用料 

減免については、減免規定に基づき、適切に運用を行うこと。 

（５）国県支出金 

ア 国県支出金を財源とする事務事業については、事業採択の見通しがつ

いてから執行すること。 

イ 地方創生に関する施策など国県の動向を把握し、積極的に補助金を活

用して事務事業を執行すること。 

ウ 事業計画の変更、制度改正、内示額の減少等に伴い、国県支出金を財源

とする事務事業に変更等が生じる場合は、速やかに財政担当課と協議す

ること。 

エ 所要額の確保を図るとともに、収入を早期に確保する観点から、積極的
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に概算交付制度を活用すること。 

（６）市債 

ア 交付税措置がある有利な市債を活用すること。 

イ 国庫補助金額、起債対象事業費等の変更に伴い、予定していた市債が借

りられなくなる場合があるので、市債を財源とする事業に変更等が生じ

る場合は、速やかに財政担当課と協議すること。 

 

３ 歳出について 

（１）執行計画 

効率的な予算執行の観点から、年間執行計画を策定するとともに、主要事

業をはじめ予算計上した各事業の目的が十分に達成できるよう、適切な執

行を図ること。 

（２）関係各課等との協力・連携 

予算の執行を他の課等に委託している場合は、連絡調整を密にし、常に委

託事業の進捗状況を的確に把握して、適切な執行が図られるよう協力・連携

すること。 

（３）契約 

契約手続は、競争入札を原則とし、特別な理由もなく、安易に随意契約を

行使しないこと。随意契約とする場合は、別府市随意契約ガイドラインを参

考に判断すること。 

（４）予定価格 

予定価格は、契約金額の決定に重大な影響を及ぼすものであるので、公共

サービス基本法の趣旨（適正な労働条件の確保、契約時の役割分担、リスク

分担等の明確化等）を踏まえ、別府市契約事務規則の規定に基づく適正な価

格を積算し、予定価格を設定すること。 

（５）人件費 

ア 会計年度任用職員等の雇用は、事務事業の実施方法等を精査し、必要最
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小限に努めること。 

イ 時間外勤務手当については、ノー残業デーの徹底、振替・代休の取得、

事務改善等により削減に努めるとともに、各課等に配分された予算の範

囲内で納まる年間事務・事業計画を立て、執行すること。 

（６）物件費 

ア 施設の維持管理費や事務費などについては、必要性、優先性、費用対効

果等のコスト意識を持ち、執行の段階で更に見直しを図ること。 

イ 年度末に集中して消耗品、備品等を購入することのないよう、計画的に

執行すること。 

ウ 委託業務については、仕様、実施時期、費用対効果を再検証し、効率的

に執行すること。 

エ 指定管理者制度については、指定管理者制度運用ガイドラインにより

適正な運用を図ること。基本協定の遵守は基より、指定管理者の業務実施

の内容や財務状況などをモニタリングし、適切な施設管理及び財務運営

が行われるよう指導・監督をするとともに、制度の趣旨である市民サービ

スの向上と経費の節減が図られているかを検証すること。 

オ システム改修等の委託業務については、情報政策担当課による見積書

の確認を経た上で、予算執行の手続を行うこと。 

（７）普通建設事業費 

ア グレード、コスト等を精査して更なる削減等を図るとともに、年間執行

計画に基づく進捗管理を行い、他の工事との関連、実施時期等を検討した

上で、年度末に施工が集中することのないよう、計画的に執行すること。 

イ 「新・担い手３法」において、地方公共団体における施工時期の平準化

が努力義務化されたことに伴い、できる限り平準化率の改善に取り組む

こと。 

（８）補助費等 

ア 補助金等の交付決定に当たっては、別府市補助金等交付規則及び別府
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市補助金等交付指針に基づき、申請に係る書類の審査及び必要な調査を

行うこと。 

イ 補助の公平性及び透明性を確保するため、必要に応じて交付要綱等を

制定すること。 

ウ 事業実績報告書、補助金等成果報告書等については、補助事業の完了後

１か月以内に遅滞なく提出するよう指導するとともに、成果目標に対す

る達成度など補助効果を確認し、当該報告に係る会計経理、効果等につい

て、必要があると認めるときは、実地検査等を実施すること。 

エ 各種団体等への補助金については、安易な事前交付をしないこと。特に

団体運営費補助金については、年度当初に一括交付せず、適宜分割交付す

ること。また、当該団体の収支状況等を確認し、補助金交付の必要性、妥

当性等を十分に検証し、適正な執行を図ること。 

 

４ 外郭団体について 

市の外郭団体の予算執行についても本通知の主旨に準じた取扱いを行うよ

う指導すること。また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により普通

会計に加え、公営事業会計、第三セクター等の負債を含めて財政運営の健全性

が判断されることから、第三セクター等については、常にその経営状況や運営

体制等を管理し、必要に応じて指導、調整等を行うこと。 

 

５ 特別会計について 

各特別会計については、一般会計と同様に前記１から４までにある該当事

項を適用させるとともに、的確な経営分析を行い、徹底した経費の削減、事業

の合理化及び歳入の確保を図り、独立採算の原則の下、一般会計繰入金等の縮

減などに努めること。 


